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１．事業者 

（１）法人所在地    北九州市小倉北区熊谷 5 丁目 6-55 

（２）法 人 名    社会福祉法人 香和会 

（３）代表者氏名    理事長 中野 香代子 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定介護老人福祉施設 

（２）事業所の目的   当施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、 

            施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への 

            復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居 

            後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、施設 

            内において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な 

            日常生活を営むことを目指し介護するものとします。 

（３）事業所の名称   介護老人福祉施設 特別養護老人ホームなごみのさと 

（４）事業所の所在地  北九州市八幡西区大字木屋瀬 590-1 

（５）電話番号     （093）618-7816 

（６）管理者氏名    施設長 西 枝梨子 

（７）事業所の運営方針  当施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業

者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

（８）開設年月日    平成２２年５月１日 

３．利用対象者 

平成 27 年 3 月 31 日現在で入所中の方は次の要件全てに該当する方がご利用いただ

けます。 

（１）介護保険被保険者である。 

（２）介護認定の結果「要介護」と認定された方。 

平成 27年 4月 1日以降に入所される方は上記の要件とはまた別に以下の条件が必要

となります。 

（１）要介護３～要介護５の方 

（２）要介護１・２で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて次の①～

④のやむを得ない事由（特例要件）に該当する方 

①認知症である者によって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さ等が頻繁に見られること 

   ②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さが頻繁に見られること 

   ③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困

難であること 

   ④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期

待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること 



４．定員及び居室の種類 

  施設の入居定員は１２０名とする。 

  多床型居室 ２人部屋 ４０室 定員８０名 

        ４人部屋 １０室 定員４０名 

        ２階定員 ６０名  ３階定員 ６０名  計１２０名 

５．サービスの内容 

（１）食事 

    管理栄養士の献立表により、栄養と入居者の身体状況に配慮したバラエティ

に富んだ食事を提供します。食事時間の目安は朝食（8：00～9：30）、昼食

（12：00～13：30）、夕食（18：00～19：30）とし、入居者の食べたい時間

を配慮します。 

 

（２）排泄 

入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切

な援助を行います。 

 

（３）入浴 

年間を通じて週２～３回の入浴または清拭を行います。寝たきりの方でも機械

浴を使用して入浴することができます。 

 

（４）離床、整容等 

   寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助します。 

シーツ交換は、週１回及び随時実施します。 

 

（５）機能訓練 

機能訓練指導員による入居者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低

下を防止するように努めます。 

 

（６）健康管理 

嘱託医による診察日を設けて健康管理に努めます。緊急時必要な場合には、嘱

託医あるいは協力医療機関等に責任を持って連絡する等の措置を講じます。 

 

（７）相談及び援助 

当施設は、入居者及びその家族からいかなる相談についても応じ、可能な限り

必要な援助を行うように努めます。 

 

（８）社会生活上の便宜 

当施設では、必要な教養娯楽設備を整えると共に、施設での生活を実りあるも

のとするために、適宣レクレーション行事を企画します。 



６．職員の職種・人数 

（１）施設長（管理者）１名（常勤） 

管理者は、当施設の従業者の管理、本事業の申込に係る調整、

業務の実施状況の把握、その他の管理等を行うとともに、業務

の管理を一元的に行います。 

  

 （２）副施設長    １名（常勤・兼務） 

             管理者の補佐を行います。また、管理者不在の場合の代行を行 

             います。 

   

  （３）介護長     １名（常勤） 

             多床室全体の管理、専門職員との連携業務、介護業務全般の 

             管理を行います。         

 

（４）介護支援専門員 １名以上（常勤） 

            入居者・ご家族から必要な情報を聞き取りし、在宅での生活の

状況を継続していくために必要な介護保険サービスや保健・医

療・福祉サービス、地域資源等との連携・調整を行います。 

入居者の施設サービス計画（以下「サービス計画」という）の

作成を行います。 

 

（５）生活相談員   ２名以上（常勤） 

生活相談員は、入居者等からの相談に応じ、サービス計画に基

づいて適切なサービスの提供が行われるように関係機関との連

絡調整を行います。 

 

（６）介護職員    ３７名以上（常勤） 

介護職員は、入居者の身体の状況を考慮し、介護業務が安全か

つ適切に業務従事する。 

（７）看護職員     ３名以上（常勤） 

看護職員は、入居者の身体の状況を考慮し、介護業務が安全か

つ適切に業務に従事します。入居者の健康状態を把握し、健康

管理への助言や必要な処置を行います。 

 

（８）機能訓練指導員 １名以上（常勤） 

入居者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防

止するように努めます。 

（９）管理栄養士   １名以上（常勤） 

管理栄養士は、入居者に対する栄養並びに身体の状況及び嗜好

を考慮して、食事の提供を行うために栄養管理を行います。 



（１０）事務員    １名以上（常勤） 

施設の庶務及び経理の事務を行います。 

（１１）医師（嘱託） １名（非常勤） 

入居者の診療と健康管理及び保健衛生の指導を行います。 

   嘱託医師名 医院名・診療科目 診療日 

数住 宗貴 すずみ医院・内科 

 

毎週月曜日 

14：00～15：00 

 

（１１）職員の勤務体制 

職  種 勤務形態 勤務時間 

看護職員 早  出 

日  勤 

遅  出 

７：３０～１６：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：３０～１９：００ 

介護職員 早  出１ 

早  出２ 

日  勤Ａ 

日  勤Ｂ 

遅  出１ 

遅  出２ 

遅  出３ 

夜  勤１ 

夜  勤２ 

７：００～１５：３０ 

７：００～１６：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：００～１８：３０ 

１２：００～２０：３０ 

１３：３０～２２：００ 

１１：００～１９：３０ 

１６：００～１０：００ 

２２：００～７：００ 

管理栄養士 日  勤 ９：００～１７：３０ 

その他の職員 日  勤 ９：００～１７：３０ 

 

 

７．協力医療機関 

（１）名 称     特定医療法人東筑会 東筑病院 

所在地     福岡県北九州市八幡西区八枝 1-7-20 

連絡先     ０９３－６０３－０１１１ 

 

 （２）名 称     医療法人慈恵睦会 八幡慈恵病院 

    所在地     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬 1-12-23 

連絡先     ０９３－６１８－２１００ 

 

（３）名 称     社会福祉法人恩賜財団済生会 福岡県済生会八幡総合病院 

    所在地     福岡県北九州市八幡東区春の町 5-9-27 

連絡先     ０９３－６６２－５２１１ 

 

（４）名 称     医療法人健美会 佐々木病院 

    所在地     福岡県北九州市八幡西区吉祥寺 9-36 

連絡先     ０９３－６１７－０７７０ 

 

 

 



８．協力歯科医院 

（１）名 称     和泉二島予防歯科クリニック 

    所在地     北九州市若松区二島 3-1-40 

    連絡先     ０９３－７０１－１１１８（外来専用） 

            ０９３－７９１－６４８７（訪問専用） 

９．サービスの利用料金 

（１）利用料                        （単位：１日） 

要介護区分 介護報酬単位 介護報酬 入居者１割負担額 

要介護１  ５８９ 単位 ５，９７２円 ５９７円 

要介護２  ６５９ 単位 ６，６８２円 ６６８円 

要介護３  ７３２ 単位 ７，４２２円 ７４２円 

要介護４  ８０２ 単位 ８，１３２円 ８１３円 

要介護５  ８７１ 単位 ８，８３２円 ８８３円 

要介護区分 介護報酬単位 介護報酬 入居者２割負担額 

要介護１  ５８９ 単位 ５，９７２円 １,１９４円 

要介護２  ６５９ 単位 ６，６８２円 １,３３６円 

要介護３  ７３２ 単位 ７，４２２円 １,４８４円 

要介護４  ８０２ 単位 ８，１３２円 １,６２６円 

要介護５  ８７１ 単位 ８，８３２円 １,７６６円 

 

（２）加算額                         （単位：１日） 

加算区分 加算単位 加算額 
入居者１割

負担額 

夜勤職員配置加算 （Ⅰ）ロ １３単位 １３１円 １４円 

外泊時費用 (1 ｹ月に 6 日を限度) ２４６単位 ２‚４９４円 ２５０円 

初期加算 (入居後 30日間について) ３０単位 ３０４円 ３１円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位 ６１円 ６円 

個別機能訓練体制加算（Ⅰ） １２単位 １２１円 １３円 

経口移行加算 ２８単位 ２８０円 ２８円 

看護体制加算（Ⅰ）ロ   ４単位 ４０円 ４円 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 総単位数の 13.6％   

退 所 時 

相談援助 

加    算 

               

(1)退所前後訪問 

相談援助加算 
 ４６０単位 ４‚６６４円 ４６７円 

(2)退所時相談 

援助加算 
 ４００単位 ４‚０５６円 ４０６円 

(3)退所前連携加算  ５００単位 ５‚０７０円 ５０７円 

※注１  １単位当たり、１０．１４円を乗ずる 

 

 



看取り加算（Ⅰ）：お亡くなりになられた日までの期間によって加算の単位数は変わっ

てきます。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定いたし

ません。 

（単位：１日） 

お亡くなりに 

なられた日より 
加算単位 加算額 入居者 1 割負担額 

当日 1,280 単位 12,979 円 1,280 円 

前日・前々日 680 単位 6,895 円 680 円 

死亡日以前４日以上 

３０日以下 
144 単位 1,460 円 146 円 

死亡日以前３１日以上 

４５日以下 
72 単位 730 円 73 円 

・看取り加算について 

 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した利用者の方について、本

人及び家族に対して、医師、看護職員、介護職員等が共同して作成した看取り介護計

画の説明を行い、同意を頂き、当該計画に基づき看取り介護をおこなった場合に上記

の加算が算定されます。 

（３）居住費の負担額 （１日あたり） 

 段  階 負担額 

第１段階 ０円 

第２段階 ４３０円 

第３段階 ４３０円 

第４段階 ９１５円 

 ※入院等で外泊の場合、１～３段階の方は６日間までは負担限度額認定を適用され

ますが、７日目以降は別途料金が発生します。 

  

（４）食事の負担額  

段  階 負 担 額 

第１段階 １日 ３００円 

第２段階 １日 ３９０円 

第３段階（１） １日 ６５０円 

第３段階（２） １日 １，３６０円 

第４段階 １日 １，４４５円 

 

（５）その他の費用（介護保険給付対象外） 

項  目 料  金 

理美容代 

要した費用の実費 外食等の特別食事代 

日常生活において通常必要となるものに係る費用 



介護保険給付対象外費用の施設立替分の支払いについては、介護保険利用料とともに、

ご請求させていただきます。 

１０．利用料金のお支払い 

（１）入居者負担金 

    ①原則として施設サービス費の１割と食事・居住費の提供に係る負担額の合計をお

支払いいただきます。 

    ②保険料の滞納などにより、上記の「入居者負担金」で利用できなくなる場合は、

一旦サービス費全額（10 割）をお支払いいただき、後日、保険者から保険給付分

の払い戻しを受ける手続きが必要となります。 

    ③必要に応じて初期加算などの関係法令に基づいた費用が、別途入居者負担金に加

算されることがあります。 

 

（２）当施設は、当月分の入居者負担金の請求書に明細を付して、翌月１０日までに

入居者に請求し、翌月２０日までに次のいずれかの方法によりお支払いいただ

きます。 

  ア 金融機関自動口座引落(西日本シティ銀行の口座のみ) 

     毎月２０日に引き落としとなります。該当通帳の残高不足とならないように

お願いいたします。手数料は無料です。(土、日、祝日の場合は翌営業日) 

  イ 金融機関振込 

     金融機関からのお振込みにてお支払いになる場合は、入居者ご本人名義でお

振込みお願いします。また、恐れ入りますが、振込手数料は入居者負担とさ

せていただきます。 

 (土、日、祝日の場合は翌営業日まで) 

振込先 

西日本シティ銀行 志徳出張所 

 

 

 

２当 

 

口座名義人 

社会福祉法人 香和会 

特別養護老人ホーム なごみのさと 

施設長 西 枝梨子 

口座番号 １３１２３２９ 

 

（３）領収書 

施設は入居者から入居者負担金の支払いを受けた時は、領収書を発行します。 

 

（４）居室の明け渡し 

契約が終了するときは、入居者負担金をお支払いのうえ、契約終了日までに居室を明

け渡していただきます。契約終了日までに居室を明け渡していただけない場合、契約

終了日の翌日から居室が明け渡された日までの期間にかかる所定の入居者負担金をお

支払いいただきます。 

１普 



１１．事故発生時の対応 

 施設は、入居者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により事故が発生し

た場合には、速やかに北九州市（及び保険者）、入居者の家族に連絡を行うと共に、必

要な措置を講じるものとします。 

（１）嘱託医及び医療機関への連絡と受診 

（２）入居者のご家族への連絡 

（３）北九州市及び保険者への報告 

（４）事故原因の解明及び再発防止 

（５）損害賠償保険：ニッセイ同和損害保険株式会社 

   万一の火災その他の事故等に対応します。 

 

１２．緊急時の対応 

サービスの提供中に入居者の容態の急変があった場合は、ご家族に連絡すると共

に、あらかじめ契約時に確認した緊急連絡先及び医療機関への連絡・相談・報告を

します。 

 

１３．身体拘束について 

事業所及びサービス従業者は、入居者に対する身体拘束その他行動を制限する行

為を行いません。但し、入居者又は他の入居者の生命、身体を保護するために緊急

やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等の拘束す

る場合があります。この場合でも入居者のご家族に報告し、必要に応じて情報の開

示に努めるものとします。 

 

１４．非常災害時の対応について 

（１）地震・台風等の天災、その他事業所の責に帰すべからざる事由により介護サ

ービスの実施ができなくなった場合には、事業所は入居者に対して当該サー

ビスを実施すべき義務を負いません。 

（２）非常災害が発生した場合は、当事業所の災害時避難計画に従い、迅速且つ安

全な避難誘導を行います。 

    尚、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を入居者とともに

定期的に行います。 

 

１５．守秘義務と個人情報の取り扱い 

（１）入居者やご家族のプライバシーを尊重し、家族の状況等の個人的な秘密は堅

く守ります。 

（２）入居者に関わる個人情報の取り扱いに関しては、別紙のとおりです。 

 

 

 

 



１６．苦情・相談の受付 

（１）事業所における苦情の受付 

    事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受付します。 

① 所在地等    北九州市八幡西区大字木屋瀬 590-1 

② 電話番号    （093）618-7816 

③ ＦＡＸ     （093）618-7817 

④ 苦情受付担当者  主任生活相談員 本多 祐太郎 

⑤ 苦情解決責任者  施設長   西 枝梨子 

⑥ 受付時間     9：00～17：30 

⑦ 第三者委員    渡邊 辰夫  青田 秀明 

 

（２）その他 

    事業所以外にも北九州市の各区役所・福岡県国民健康保険団体連合会等の苦

情・相談窓口があります。 

 （各窓口連絡先） 

北九州市八幡西区役所 

保健福祉課介護保険係 

所在地 北九州市八幡西区黒崎三丁目 15 番 3 号 

電話  093-642-1441 

ＦＡＸ 093-642-2941 

対応時間 平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 

福岡県国民健康保険団体連合会 

介護サービス相談係 

所在地 福岡市博多区吉塚本町 13 番 47 号 

電話   ０９２－６４２－７８５９ 

ＦＡＸ  ０９２－６４２－７８５７ 

対応時間 平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 

福岡県社会福祉協議会内 

運営適正化委員会 

所在地 福岡県春日市原町三丁目 1 番地７ 

（クローバープラザ内） 

電話   ０９２－９１５－３５１１ 

ＦＡＸ  ０９２－９１５－３５１２ 

対応時間 平日 午前 9 時 00 分から午後 5 時 

     日祝 午前 9 時 00 分から午後 5 時 

     月曜日（祝日の場合は翌日）休業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



１７．その他 

（１）必要書類の確認等 

    当施設の介護支援専門員から、以下の書類の確認をさせて頂くことがありま

す。 

     ① 介護保険被保険者証 

 ② 健康保険証 

（２）施設への情報提供について 

    次の場合は、事業所までご連絡ください。 

     ① 緊急連絡先が変更になった場合 

     ② かかりつけ医が変更になった場合 

（３）実習等受け入れ 

    当施設では、ボランティア及び専門職の養成のため実習生の受け入れをして

います。 

サービス提供時に実習生が職員に同行する場合があります。 

（４）入所生活のルール 

    ① 施設内の居室や設備・器具は、本来の用途に従ってご利用ください。 

     これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくこと 

     がございます。 

     ②居室内での騒音等他の入居者の迷惑になるような行為はご遠慮ください。 

     また、むやみに他の入居者の居室に立ち入らないようにし 

     てください。 

    ③現金等の管理につきましては、原則としてご家族等で管理していただくよ

うお願いいたします。 

    ④施設内で他の入居者に対する、宗教活動、政治活動はご遠慮ください。 

    ⑤施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします 

 ⑥その他の禁止事項：他の入居者、ご家族及び職員と、個人的に金品の貸し

借りを行うこと。尚、職員への贈答品は、お断りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の利用について 

 

 

 

１．使用目的 

（１）適切なサービス提供のための情報収集において、入居者の状態、家族の状況

を把握するために必要な場合。 

（２）入院時等、他施設との連絡調整が必要な場合。 

（３）受診時、医師、看護師への状況提供を行う場合。 

 

 

２．個人情報を提供する事業所等 

（１）運営推進会議の構成員 

（２）かかりつけ医の所属する病院または、診療所、医院等 

（３）緊急時、協力病院等 

（４）福祉事務所・保健所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所 

 

 

３．使用する期間 

契約が終了するまでの期間 

 

 

４．使用する条件 

（１）個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情

報の提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を

払う。 

（２）個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容など経過を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護老人福祉施設介護サービス提供開始に際し、本書面に基づき、重要事項及び個人

情報の利用に関しての説明を行いました。 

 

事 業 者 

     （住  所） 北九州市小倉北区熊谷５丁目６－５５ 

     （事業者名） 社会福祉法人 香和会 

     （代 表 者）中野 香代子 

 

事 業 所 

     （住  所） 北九州市八幡西区大字木屋瀬５９０－１ 

     （事業者名） 特別養護老人ホーム なごみのさと 

     （管 理 者）西 枝梨子 

     （介護保険指定番号）4070704665 

 

説 明 者 

     （職  名）                      

      

 

     （氏  名）                   ○印   

 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項及び個人情報の利用に関しての説明を

受け、同意しました。 

 

令和    年   月   日 

 

入居者 

（契 約 者）（住  所）                       

 

      （氏  名）                        

 

署名代行者（住  所）                        

       

     （氏  名）                     ○印   

            （契約者との関係：            ） 

 

                    

 


